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(57)【要約】
【課題】
【解決手段】カートリッジ組立体は、センサ－分与装置
にて使用し得るようにされている。カートリッジ組立体
は、端部キャップと、使い捨て型カートリッジと、密封
機構とを備えている。端部キャップは１つの開口部を有
する。使い捨て型カートリッジは、外側カートリッジと
、内側カートリッジとを備えている。内側カートリッジ
は、その内部に積層体にて配置されたセンサを保持して
いる。センサの各々が流体中の分析物質の濃度に応答し
て信号を発生させるのに十分な試薬を保持している。外
側カートリッジは、センサが開口部を貫通して通るのを
許容するのに十分な寸法の開口部を形成する。外側カー
トリッジは、内側カートリッジが動く間、少なくとも１
つのセンサをその位置に保持する保持機構を有する。密
封機構は、内側カートリッジ内のセンサを雰囲気の湿気
から保護し得るよう実質的に湿気不浸透性であるシール
を形成し得るようにされている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の分析物質の濃度を測定し得るようにされたセンサ－分与装置において、
　端部キャップと、使い捨て型カートリッジと、密封機構とを有するカートリッジ組立体
であって、使い捨て型カートリッジは、外側カートリッジと、内側カートリッジとを備え
、内側カートリッジは、その内部に積層体にて配置された複数のセンサを保持し、外側カ
ートリッジは、内側カートリッジが動く間、センサの少なくとも１つをその位置に保持す
る保持機構を有し、密封機構は、実質的に湿気不浸透性であるシールを形成し、内側カー
トリッジ内のセンサを雰囲気の湿気から保護し得るようにされた、前記カートリッジ組立
体と、
　センサを把持し且つ、センサを外側カートリッジの開口部を通して積層体から分与した
位置まで引っ張り得るようにされた把持機構とを備え、
　外側カートリッジは、センサ及び把持機構が貫通して通るのを許容するのに十分な寸法
の開口部を形成する、センサ－分与装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のセンサ－分与装置において、流体中の分析物質の濃度を測定する機構
を更に備える、センサ－分与装置。
【請求項３】
　請求項１に記載のセンサ－分与装置において、把持機構は、第一の位置と第二の位置と
の間を往復状態に摺動可能である、センサ－分与装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のセンサ－分与装置において、把持機構が第一の位置から第二の位置ま
で動くことによって、把持機構は、その少なくとも一部分を密封面と密封機構との間に挿
入してシールを破断し、次に、センサをセンサと接触する位置に押すのを許容するのに十
分な程度、移動するようにし、また、把持機構が第二の位置から第一の位置まで移動する
ことにより、センサを開口部を通して引っ張るようにした、センサ－分与装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のセンサ－分与装置において、把持機構は、第一の位置から第二の位置
まで移動するとき、密封機構と、積層体中の最上方センサとの双方と接触する、センサ－
分与装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のセンサ－分与装置において、把持機構は、ユーザによって手操作にて
第一の位置と、第二の位置との間にて押すことができるようにされた、センサ－分与装置
。
【請求項７】
　請求項１に記載のセンサ－分与装置において、密封機構は、端部キャップに取り付けら
れる、センサ－分与装置。
【請求項８】
　請求項７に記載のセンサ－分与装置において、密封機構は、密封ドアと、連結機構とを
有し、該連結機構は、密封ドアが動くのを容易にするのを助ける、センサ－分与装置。
【請求項９】
　請求項１に記載のセンサ－分与装置において、開口部の寸法は、同時に１つのセンサの
みを貫通して引っ張ることを許容する、センサ－分与装置。
【請求項１０】
　請求項１に記載のセンサ－分与装置において、外側ハウジングは、厳密に１つの開口部
を有する、センサ－分与装置。
【請求項１１】
　請求項１に記載のセンサ－分与装置において、保持機構は、内側カートリッジが把持機
構によって外側カートリッジに対して動く間、最上方センサをその位置に保持する、セン
サ－分与装置。
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【請求項１２】
　請求項１に記載のセンサ－分与装置において、把持機構は、センサをセンサ－分与装置
の電子機器に連結する電気接点を保持する、センサ－分与装置。
【請求項１３】
　流体の分析物質の濃度を測定し得るようにされたセンサ－分与装置内にて使用し得るよ
うにされたカートリッジ組立体において、
　端部キャップと、
　外側カートリッジと、内側カートリッジとを備える使い捨て型カートリッジであって、
内側カートリッジは、その内部に積層体にて配置された複数のセンサを保持し、該複数の
センサの各々は、流体中の分析物質の濃度に応答して信号を発生させるのに十分な試薬を
支持し、外側カートリッジは、センサが開口部を貫通して通るのを許容するのに十分な寸
法の開口部を形成し、外側カートリッジは、内側カートリッジが動く間、センサの少なく
とも１つをその位置に保持する保持機構を有する、前記使い捨て型カートリッジと、
　実質的に湿気不浸透性であるシールを形成して内側カートリッジ内のセンサを雰囲気の
湿気から保護し得るようにされた密封機構とを備える、カートリッジ組立体。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のカートリッジ組立体において、密封機構が端部キャップに取り付け
られる、カートリッジ組立体。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のカートリッジ組立体において、密封機構は、密封ドアと、連結機構
とを有し、該連結機構は、密封ドアの動きを容易にするのを助ける、カートリッジ組立体
。
【請求項１６】
　請求項１３に記載のカートリッジ組立体において、開口部の寸法は、同時に１つのセン
サのみを貫通して引き出すのを許容する寸法である、カートリッジ組立体。
【請求項１７】
　請求項１３に記載のカートリッジ組立体において、外側カートリッジは厳密に１つの開
口部を有する、カートリッジ組立体。
【請求項１８】
　請求項１３に記載のカートリッジ組立体において、試験センサを同時に１つずつ内側カ
ートリッジから除去し得るよう配置する機械的機構を更に有する、カートリッジ組立体。
【請求項１９】
　請求項１３に記載のカートリッジ組立体において、保持機構は、内側カートリッジが外
側カートリッジに対して動く間、最上方センサをその位置に保持する、カートリッジ組立
体。
【請求項２０】
　複数のセンサを保持するセンサパックを取り扱い得るようにされたセンサ－分与装置を
作動させる方法であって、
　カートリッジ組立体と、把持機構とを有するセンサ－分与装置であって、カートリッジ
組立体は、端部キャップと、使い捨て型カートリッジと、密封機構とを有し、使い捨て型
カートリッジは、外側カートリッジと、内側カートリッジとを備え、内側カートリッジは
、その内部に積層体にて配置された複数のセンサを保持し、外側カートリッジは、内側カ
ートリッジが動く間、センサの少なくとも１つをその位置に保持する保持機構を有し、外
側カートリッジは、センサ及び把持機構が貫通して通るのを許容するのに十分な寸法の開
口部を形成し、密封機構は、内側カートリッジ内のセンサを雰囲気の湿気から保護し得る
よう実質的に湿気不浸透性のシールを形成し得るようにされた、前記センサ－分与装置を
提供するステップと、
　密封機構を開放位置まで動かし且つ、複数の試験センサの１つと接触するよう把持機構
を前進させるステップと、
　試験センサを把持機構を介してカートリッジ組立体の開口部を通して引っ張るステップ
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と、
　分析物質を有する流体を試験センサの上に配置するステップと、
　分析物質の濃度を測定するステップとを備える、センサ－分与装置を作動させる、方法
。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の方法において、分析物質はグルコースである、方法。
【請求項２２】
　請求項２０に記載の方法において、把持機構を前進させるステップは、把持機構を第一
の位置と第二の位置との間にて往復状態に摺動させるステップを含む、方法。
【請求項２３】
　請求項２０に記載の方法において、密封機構は端部キャップに取り付けられる、方法。
【請求項２４】
　請求項２０に記載の方法において、密封機構は、密封ドアと、連結機構とを有し、連結
機構は、密封ドアの動きを容易にするのを助ける、方法。
【請求項２５】
　請求項２０に記載の方法において、開口部の寸法は、同時に１つのセンサのみを貫通し
て引っ張るのを許容する、方法。
【請求項２６】
　請求項２０に記載の方法において、外側ハウジングは厳密に１つの開口部を有する、方
法。
【請求項２７】
　請求項２０に記載の方法において、保持機構は、内側カートリッジが把持機構によって
外側カートリッジに対して動く間、最上方センサをその位置に保持する、方法。
【請求項２８】
　請求項２０に記載の方法において、把持機構は、センサをセンサ－分与装置の電子機器
に連結する電気接点を保持する、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体として、センサ－分与装置と、試験センサを装置から引き出す機構とに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　体液中の分析物質を定量的に測定することは、特定の生理学的異常を診断し且つ、修復
する上で極めて重要である。例えば、乳酸塩、コレステロール及びビリルビンを特定の個
人にて監視しなければならない。更に、体液中のグルコースを測定することは、その食事
のグルコース摂取量を調節するためその体液中の血糖レベルを定期的にチェックしなけれ
ばならない糖尿病の人にとって重要である。本明細書の開示のその他の部分は、グルコー
スの測定を対象とするが、本発明の方法は、適宜な酵素を選択するときその他の分析物質
を測定すべく使用することが可能であることを理解すべきである。
【０００３】
　かかる試験の結果を使用して、投与すべきインスリン（存在するならば）又はその他の
医薬の必要量を判断することができる。１つの型式の血糖の試験システムにおいて、血液
試料を試験するため試験センサが使用される。
【０００４】
　試験センサは、典型的に、血糖と反応するバイオセンシング又は試薬材料を保持してい
る。センサの試験端は、例えば、人間の指を突き刺した後、その指に集まった血液のよう
な試験すべき流体中に配置し得るようにされている。流体は、試験端から試薬材料まで毛
管作用によってセンサ内を伸びる毛管通路内に導入され、試験すべき十分な量の流体がセ
ンサ内に吸引されるようにする。その後、流体は、試験センサ内の試薬材料と化学的に反
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応する。電気化学的作用によって発生された電流は、試験される流体中の分析物質のレベ
ルを表示する測定値に変換される。
【０００５】
　試験センサ接点にて発生された電気信号を監視装置に結合するため、センサ端を試験さ
れる流体中に配置する前に、センサをセンサホルダ内に挿入する必要がある。該ホルダは
、センサがホルダ内に適正に挿入されたとき、試験センサの接点と結合される相応する合
わさり接点を有する。その結果、ホルダは、試験センサと監視装置との間にて試験結果を
集め且つ（又は）分析する境界面として作用する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　殆どの試験センサは、センサ内にて試薬材料の一体性を保証し得るよう使用される前に
、適宜な湿度レベルに維持する必要がある。試験センサは、個別に引き裂きパッケージ内
に包装し、これらの試験センサを適宜な湿度レベルに維持することができるようにする。
例えば、ブリスター型包装方法を使用することができる。この点に関して、包装物は、包
装物内にて適正な湿度を維持すべく乾燥剤材料を含むことができる。一人の人が分析物質
を試験すべく個々の試験センサを使用するため、シールを引き裂くことによって包装物を
開放することができる。これと代替的に、一部の包装物は、ユーザが包装物の一側部に力
を加えることを必要とし、その結果、試験センサが反対側部の箔を破断させ又は引き裂く
ことになる。理解し得るように、これらの包装物を開放することは難しくなる可能性があ
る。更に、包装物が開放されたならば、ユーザは、試験センサがセンサホルダに配置され
、また、流体試料を試験すべく使用されるとき、試験センサが損傷され又は汚染されない
ことを保証する必要がある。
【０００７】
　特定のセンサ－分与装置において、使い捨て型試験センサの積層体がカートリッジ内に
提供され、その積層体は、試験が行われる試験ステーションに向けて押し又は付勢する。
押し機構がカートリッジの一端の第一の開口部内に挿入され、該機構は、開口部を通して
センサの積層体と接触する。典型的に、押し機構は、積層体中の最頂部センサを通常、カ
ートリッジの他端に配置された第二の開口部を通って第一の開口部から試験ステーション
に向けて動かす。このため、押し機構を使用することは、カートリッジに２つの開口部が
存在することを必要とする。２つの開口部を有するカートリッジは、カートリッジ内の残
るセンサの貯蔵寿命を維持するため、カートリッジの密封に伴う問題点を招来する可能性
がある。
【０００８】
　一部のセンサ－分与装置において、センサを試験センサの積層体から動かす機構は、セ
ンサの積層体を収容する使い捨て型カートリッジ内に配置される。換言すれば、空のカー
トリッジが廃棄される毎に、センサを動かす機構も廃棄され、これによりカートリッジの
交換コストを増大させることになる。
【０００９】
　使い捨て型カートリッジを使用する一部のセンサ分与装置において、センサをカートリ
ッジ内にて密封し且つ、センサをカートリッジから除去することを許容する機構は、カー
トリッジに物理的に取り付けられる設計とされている。このため、カートリッジにセンサ
が無くなり、従って交換しなければならない毎に、密封機構も交換しなければならず、こ
のためカートリッジの交換コストを増大させることになる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　従って、上述した問題点を解決する、センサ－分与装置と、センサを引き出す機構とを
有することが望ましいであろう。
　１つの実施の形態に従い、センサ－分与装置は、流体の分析物質の濃度を測定し得るよ
うにされている。該装置は、カートリッジ組立体と、把持機構とを備えている。カートリ
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ッジ組立体は、端部キャップと、使い捨て型カートリッジと、密封機構とを有する。使い
捨て型カートリッジは、外側カートリッジと、内側カートリッジとを備えている。内側カ
ートリッジは、その内部にて積層体に配置された複数のセンサを保持している。外側カー
トリッジは、内側カートリッジが動く間、少なくとも１つのセンサをその位置に保持する
保持機構を有する。密封機構は、センサを内側カートリッジ内にて雰囲気水分から保護し
得るよう実質的に湿気不浸透性であるシールを形成し得るようにされている。把持機構は
、センサを把持し且つ、センサを外側カートリッジの開口部を通して積層体から分与位置
まで引っ張り得るようにされている。外側カートリッジは、センサ及び把持機構が貫通し
て通過するのを許容するのに十分な寸法の開口部を形成する。
【００１１】
　別の実施の形態に従い、カートリッジ組立体は、センサ－分与装置にて使用し得るよう
にされている。センサ－分与装置は、流体の分析物質の濃度を測定し得るようにされてい
る。カートリッジ組立体は、端部キャップと、使い捨て型カートリッジと、密封機構とを
備えている。使い捨て型カートリッジは、外側カートリッジと、内側カートリッジとを備
えている。内側カートリッジは、その内部に積層体にて配置された複数のセンサを保持し
ている。複数のセンサの各々が流体中の分析物質の濃度に応答して信号を発生させるのに
十分な試薬を保持している。外側カートリッジは、センサが開口部を貫通して通るのを許
容するのに十分な寸法の開口部を形成する。外側カートリッジは、内側カートリッジが動
く間、少なくとも１つのセンサをその位置に保持する保持機構を有する。密封機構は、内
側カートリッジ内のセンサを雰囲気の湿気から保護し得るよう実質的に湿気不浸透性であ
るシールを形成し得るようにされている。
【００１２】
　１つの方法に従い、センサ－分与装置は、複数のセンサを保持するセンサパックを取り
扱い得るようにされている。カートリッジ組立体と、把持機構とを有するセンサ－分与装
置が提供される。カートリッジ組立体は、端部キャップと、使い捨て型カートリッジと、
密封機構とを有する。使い捨て型カートリッジは、外側カートリッジと、内側カートリッ
ジとを備えている。内側カートリッジは、その内部に積層体に配置された複数のセンサを
保持している。外側カートリッジは、内側カートリッジが動く間、少なくとも１つのセン
サをその位置に保持する保持機構を有する。外側カートリッジは、センサ及び把持機構が
貫通して通るのを許容するのに十分な寸法の開口部を形成する。密封機構は、内側カート
リッジ内のセンサを雰囲気の湿気から保護し得るよう実質的に湿気不浸透性であるシール
を形成し得るようにされている。把持機構は、密封機構を開放位置まで動かし且つ、複数
の試験センサの１つと接触するよう前進させる。試験センサは、把持機構を介してカート
リッジ組立体の開口部を通して引っ張る。分析物質を有する流体を試験センサに配置する
。分析物質の濃度が測定される。
【００１３】
　本発明は、色々な改変例及び代替的な形態にて具体化可能であるが、単に一例として特
定の実施の形態を図面に示し、これらについて本明細書にて詳細に説明する。しかし、本
発明は、開示された特定の形態に限定することを意図するものではないことを理解すべき
である。本発明は、特許請求の範囲により規定された本発明の精神及び範囲に属する全て
の改変例、等価物及び代替例を包含するものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明は、複数の試験センサを保持する使い捨て型カートリッジを有している。複数の
試験センサを使用して、分析物質の濃度を測定する。本発明を使用して測定可能である分
析物質は、グルコース、脂質プロフィール（ｌｉｐｉｄ　ｐｒｏｆｉｌｅ）（例えば、コ
レステロール、トリグリセリド、ＬＤＬ、及びＨＤＬ）、微量アルブミン、ヘモグロビン
Ａ１Ｃ、フルクトース、乳酸塩又はビリルビンを含む。しかし、本発明は、これらの特定
の分析物質に限定されず、その他の分析物質の濃度が測定可能であると考えられる。分析
物質は、例えば、全血試料、血清試料、血漿試料又はＩＳＦ（間質液）及び尿のようなそ
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の他の体液とすることができる。
【００１５】
　図面を参照すると、センサ－分与装置内にて使用し得るようにされた、図１のカートリ
ッジ組立体１０が図示されている。カートリッジ組立体１０は、実質的に防湿型で且つ気
密の装置である。図１のカートリッジ組立体１０は、使い捨て型カートリッジ１１と、端
部キャップ１２とを備えている。カートリッジ１１は、外側カートリッジ１３と、内側カ
ートリッジ１５とを備えている。内側カートリッジは、複数の試験センサ１４と、機械的
機構１６とを備えている。端部キャップは、少なくとも１つの密封機構１８を備えている
。カートリッジ１１は、複数の試験センサ１４の各々が使用された後、使い捨て可能であ
るようにされている。複数の試験センサ１４の各々が使用された後、カートリッジ１１を
端部キャップ１２から分解し且つ、複数の未使用の試験センサを有する第二のカートリッ
ジと交換することができる。
【００１６】
　図１を参照すると、外側カートリッジ１３は、試験センサ１４がカートリッジ１１から
出るときに通る開口部２０を保持している。閉塞位置、すなわち密封位置において、開口
部２０は、少なくとも１つの密封機構１８を使用して密封される。密封機構１８は、内側
カートリッジ１５内にて複数の試験センサ１４を保持するカートリッジ１１の内部に空気
及び湿気が入るのを防止し又は阻止する。開口部２０は、外側カートリッジ１３から内側
カートリッジ１５まで伸びている。開口部２０は、複数の試験センサ１４が同時に１つず
つ貫通して動くのを許容し且つ、最終的に内側カートリッジ１５及び外側カートリッジ１
３から出るのを許容する寸法とされている。特に、複数の試験センサ１４は、同時に１つ
ずつ、開口部２０を介して内側カートリッジ１５及び外側カートリッジ１３から出る。
【００１７】
　端部キャップ１２内に保持された密封機構１８は、密封ドア１９を備えており、該密封
ドアは、該ドアが図１に示した密封位置にあるとき、開口部２０にカバーをする。密封ド
ア１９は、軸線に沿って回転し、ドア１９が作動する間、開口部２０に対して非整合状態
となった場合、ドアが開口部２０を密封するのを許容することができる。密封機構１８は
、開口部２０を密封し且つ非密封状態とする間、密封ドア１９が動くのを容易にする連結
機構２１を更に備えている。連結機構２１は、図１に参照番号２１ａ、２１ｂとして示し
た少なくとも２つの固定点を備えている。固定点２１ａ、２１ｂは、密封ドア１９が動く
間、連結機構をその位置に維持する。
【００１８】
　外側カートリッジ１３の内面は、図１に参照番号２２として示した１つ又はより多くの
部材を備えている。部材２２は、これらの部材がその外面と接触するとき、内側カートリ
ッジ１５の動きを停止させ且つ、内側カートリッジ１５が開口部２０に向けて更に動くの
を阻止する。更に、部材２２が内側カートリッジと接触するとき、内側カートリッジと外
側カートリッジとの間に形成された空間を使用して乾燥剤材料２６を収容することができ
る。
【００１９】
　外側カートリッジ１３は、内側カートリッジ１５が動いているとき、複数のセンサ１４
の最上方センサを動かないように保持する保持機構又は作用部２４を備えている。以下に
更に説明するように、センサ－分与装置が作動する間、内側カートリッジ１５は、開口部
２０の方向に向けて動く。この動きの間、保持機構２４は、最上方試験センサと接触し且
つ、センサ１４の積層体の残りが内側カートリッジ１５と共に動く間、試験センサをその
位置に保持する。
【００２０】
　外側カートリッジ１３内での内側カートリッジ１５の動きは、案内機構２５によって案
内される。案内機構２５は、センサ－分与装置が作動する間、内側カートリッジ１５が直
線状の形態にて動くのを保証する。作用部２５は、内側カートリッジ１５を直線状に動か
す三角形の輪郭外形を有する。
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【００２１】
　図１に示すように、複数の試験センサ１４は内側カートリッジ１５内に積層されている
。複数の試験センサ１４は、少なくとも１つの分析物質の試験を助け得るようにされてい
る。上述したように、試験可能である分析物質の１つは、例えば、全血試料からのグルコ
ースである。１つの実施の形態において、複数の試験センサ１４は、試験すべき１つ又は
複数の所望の分析物質と反応するよう適宜に選ばれた酵素を含むことになろう。グルコー
スと反応するよう使用することのできる１つの酵素は、ブドウ糖酸化酵素である。グルコ
ース脱水素酵素のようなその他の酵素が使用可能であると考えられる。試験センサ１４の
一例は、ベイヤーコーポレーション（Ｂａｙｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）に譲渡され
た米国特許明細書６，５３１,０４０号に開示されている。その他の試験センサをカート
リッジ組立体１０内にて使用可能であると考えられる。
【００２２】
　複数の試験センサ１４は、異なるユーザの必要性に対応し得るよう、図１に示した数と
異なる数とすることができる。典型的に、積層した試験センサは、約１０ないし約１００
個のセンサを保持している。試験センサの貯蔵寿命及び使用寿命は限界があるため、頻繁
でなく試験するユーザは、より頻繁に試験するユーザと比較して、試験センサの数が少な
いカートリッジを望むであろう。
【００２３】
　積層した試験センサ１４を上方に押すためには、１つの実施の形態に従った機械的機構
１６を使用する。該機械的機構１６は、内側カートリッジ１５内に保持され、また、複数
の試験センサの１つを開口部２０を介してカートリッジ１１から最終的に突き出すべく位
置決めするのを助ける。機械的機構は、積層した試験センサ１４に圧力を加えて複数の試
験センサの１つを突き出し得るように配置することのできる任意の装置である。例えば、
図１に示した機械的機構１６は、２つのばねと、センサの積層体を上向きの態様にて案内
するセンサ圧力板１７とから成っている。積層した試験センサ１４を上方に付勢するため
の機械的機構として色々な型式のばねを使用することができる。例えば、ばねは、圧縮ば
ね又はねじりばねとすることができる。ばねは、単純であり、また、使用し易い点にて望
ましい。本発明の特定の実施の形態は、機構１６の一部として単一のばねを有することが
できる一方、その他のもの（図１に例示したもののような）は、機構１６の一部として２
つのばねを備えることができる。
【００２４】
　試験センサ１４内の試薬を保護するのを助けるため、望ましい包装材料及び（又は）乾
燥剤材料を使用することができる。使い捨て型カートリッジ１１は、典型的に、試験セン
サ１４を保持する内側カートリッジ１５の内部に空気が入るのを防止し又は阻止する材料
にて包装されている。使い捨て型カートリッジ１１を収納すべく使用できる１つの型式の
除去可能な材料は、アルミニウム箔である。その他の型式の除去可能な包装物を使用する
ことができると考えられる。乾燥剤材料を除去可能な包装物の内部に追加して、その内部
にて適宜な湿度レベルを維持するのを助けることができると考えられる。試験センサ内の
試薬が湿気に対する感受性がないならば、その場合、乾燥剤（存在するならば）を多く含
むことは殆ど必要なく又は全く必要ない。乾燥剤材料を有するか又は有しない除去可能な
包装物は、試験センサの貯蔵寿命を延ばすのを助ける。除去可能な包装物は、カートリッ
ジ１１を端部キャップ１２に取り付ける前に、除去しなければならない。
【００２５】
　使い捨て型カートリッジ１１は、最初に、瓶又はその他の型式の容器のような重合系容
器内に配置することができる。容器は、空気又は湿気が容器の内部に入るのを防止し又は
阻止する望ましいシールを有する使い捨て型カートリッジと同様の形状のものとすること
ができる。容器は、活性ヒンジを介して容器の他の部分に取り付けられる蓋を有すること
ができる。乾燥剤を容器内に追加することが可能であることも考えられる。乾燥剤材料を
有するか又は有しない容器は、試験センサの貯蔵寿命を引き延ばすのを助ける。使い捨て
型カートリッジ１１は、センサ－分与装置内に配置される前に容器から除去する。
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【００２６】
　乾燥剤材料２６は、試験センサ１４を保持する内側カートリッジ１５の内部にて適宜な
湿度レベルを維持するのを助けるべく使い捨て型カートリッジ１１に追加されることが望
ましい。本発明の特定の実施の形態において、乾燥剤材料２６は、図１に例示するように
、外側カートリッジ１３と内側カートリッジ１５との間の空間に追加することができる。
具体的には、密封ドア１９を開け且つ、センサを内側カートリッジ１５から引き出す毎に
、幾分かの湿気は外側カートリッジ１３の内部に入る可能性があるが、かかる湿気は、乾
燥剤材料２６によって望ましいように吸収され、試験センサ内の試薬を劣化しないよう保
護する。適正な湿度レベルを維持することにより、試験センサ内の試薬材料は保護される
。乾燥剤材料２６の量は、所望の貯蔵寿命（複数の試験センサの何れかが使用される前の
期間）を得るのに十分でなければならない。より具体的には、貯蔵寿命とは、典型的に、
カートリッジ１１が包装材料（使用されるならば）から除去されるまでの期間を意味する
。乾燥剤材料２６の量は、また、所望の使用寿命（複数の試験センサの１つを最初に使用
した後の期間）を得るのにも十分でなければならない。より具体的には、使用寿命とは、
カートリッジ１１が包装材料（使用されるならば）から除去された後の期間を意味する。
【００２７】
　使い捨て型容器、使い捨て型容器を収納する除去可能な包装物又は使い捨て型カートリ
ッジ１１を保持する容器内に含めることのできる乾燥剤の例は、商業的に入手可能な乾燥
剤を含む。乾燥剤は、ボール、錠剤、粒状物又は紙を含む幾つかの形状の形態とすること
ができる。例えば、乾燥剤は、分子ふるい球又は厚い乾燥剤紙とすることができる。乾燥
剤材料の非限定的な例は、例えば、分子ふるいビードの形態にて、ニューヨーク州、バッ
ファローのマルチソーブ（Ｍｕｌｔｉｓｏｒｂ）から購入することができる。本発明の特
定の実施の形態において、外側カートリッジは、乾燥剤にて被覆するか又はこれと代替的
に、乾燥剤材料にて出来たものとしてもよい。
【００２８】
　乾燥剤は、湿度感受性のない試験センサに対して使用されることはないと考えられる。
使用した乾燥剤（使用されるならば）の量は、試験センサの湿度感受性の程度及び所望の
貯蔵寿命の期間に依存する。
【００２９】
　密封ドア１９は、閉塞位置（図１に図示）から開放位置（図２ａないし図２ｄ、図３ａ
及び図３ｂに図示）まで動き得るようにされている。閉塞位置において、密封ドア１９は
、カートリッジ１１の内部を密封し、環境及びその環境内の全ての湿気が試験センサ１４
に接触するのを防止する。かかる閉塞位置において、密封ドア１９は、実質的に防湿型で
且つ実質的に気密のカートリッジを提供する。密封ドア１９は、湿気が開口部２０を介し
て入り且つ、複数のセンサの少なくとも貯蔵寿命及び使用寿命に亙って複数の試験センサ
１４に影響を与えるのを防止し又は阻止する望ましい設計とされている。密封ドア１９が
開放位置にあるとき、試験センサ１４は、同時に１つずつ、開口部２０を通って動かし、
最終的に、開口部２０を介して出るようにすることができる。
【００３０】
　端部キャップ１２は、多岐に亙る材料で出来たものとすることができるが、典型的に、
重合系材料にて出来ている。端部キャップ１２を形成するときに使用可能である重合系材
料の幾つかの例は、ポリカーボネート、ＡＢＳ、ナイロン、ポリスチレン、ポリプロピレ
ン又はそれらの組み合わせを含む。ハウジングを形成するとき、例えば、潤滑のためテフ
ロン（ＴＥＦＬＯＮ）（登録商標名）又は強度を増すためガラスのようなその他の添加物
を追加することができる。その他の添加物を採用することが可能であると考えられる。ポ
リカーボネートは、耐久性のある材料であり、また、空気（特に、酸素及び湿気）が端部
キャップ１２に入り、また、密封ドア１９を開放したとき、カートリッジ１１に入る可能
性があるのを防止し又は阻止する能力があることを含む、幾つかの理由のため望ましい。
また、外側カートリッジが２つの別個の部分にて形成されるならば、ポリカーボネートは
、それ自体に密封することができる。このことは、２つのカートリッジ部分が超音波溶接
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される方法にて望ましいであろう。
【００３１】
　端部キャップ１２は、射出成形方法を含む当該技術の当業者に既知の方法により形成す
ることができる。射出成形方法が使用されるならば、肉厚は、典型的に、通常の範囲内に
て設計される。成形方法のようなその他の方法が使用可能であると考えられる。
【００３２】
　図２ａを参照すると、１つの実施の形態に従ったセンサ－分与装置４００が図示されて
いる。センサ－分与装置は、分析物質の濃度を測定するため使用される。本発明を使用し
て測定可能である分析物質は、グルコース、脂質プロフィール（例えば、コレステロール
、トリグリセリド、ＬＤＬ、及びＨＤＬ）、微量アルブミン、ヘモグロビンＡ１Ｃ、フル
クトース、乳酸塩又はビリルビンを含む。しかし、本発明は、これらの特定の分析物質に
限定されず、その他の分析物質の濃度が測定可能であると考えられる。分析物質は、例え
ば、全血試料、血清試料、血漿試料、又はＩＳＦ（間質液）及び尿のようなその他の体液
とすることができる。
【００３３】
　センサ－分与装置４００は、カートリッジ組立体１０と、摺動組立体４０２と、装置の
ハウジング４０４とを備えている。図２ａに示すように、摺動組立体４０２は、スライダ
４０６と、該スライダ４０６に取り付けられた把持機構４０８とを有する。図２ｂないし
図２ｄに示すように、装置のハウジング４０４は、カートリッジ組立体１０を受け入れ得
るようにされている。カートリッジ組立体１０は、簡単で且つ容易な態様にてセンサ－分
与装置４００の装置のハウジング４０４から除去し且つ該装置のハウジング内に装填され
ることが望ましい。装置のハウジングは、測定される特定の分析物質の量に比例した測定
値を表示するＬＣＤスクリーン４１０を備えることができる。図２ａないし図２ｄに示し
た装置のハウジング４０４は、カートリッジ組立体１０をハウジング４０４の端部に装填
し、該ハウジングの端部から把持機構４０８はカートリッジ１１に向けて伸びている。側
部装填型装置に代えて、装置のハウジングは底部装填型装置としてもよい。
【００３４】
　その他のカートリッジ及びカートリッジ組立体が使用可能であると考えられる。使用す
べきカートリッジの形状に依存して、装置ハウジングの内部はカートリッジの形状に相応
するよう設計変更することができる。
【００３５】
　図２ａを参照すると、スライダ４０６は第一の位置にて示されている。スライダ４０６
を前方方向（図２ｃの矢印Ａの方向）に向けて手操作にて動かすのを続けることにより、
スライダ４０６は、第二の位置まで動かされる（図２a、２b参照）。図２ｄのスライダ４
０６は、図２ｃのスライダ４０６よりもキャリッジ組立体１０により近い位置に配置され
る。
【００３６】
　摺動組立体４０２は、複数の試験センサ１４の１つを内側カートリッジ１５から把持し
且つ、図３ａに示すように、その試験センサを少なくとも部分的に密封機構１８を通して
引っ張り得るようにされている。スライダ４０６が第一の位置にあるとき（図２ａ、図２
ｂ）、把持機構４０８（これもまた、図２ａ、図２ｂのその第一の位置にある）は、複数
の試験センサ１４の何れとも接触せず、ハウジング４０４にてほぼ完全に保持される。ス
ライダ４０６が前方方向に向けて動くと（図２ｃの矢印Ａの方向参照）、把持機構４０８
（図２ｃ、図２ｄ参照）も前方に向けて動かされる。
【００３７】
　図２ａを再度参照すると、ハウジング４０４の外側は、ハウジング４０４の上方部分に
外側通路４１２を形成する。スライダの動きを容易にするため、図２ａのスライダ４０６
は、外側通路４１２に沿って案内される（図２ｃ参照）。スライダ４０６は、接続機構（
図示せず）を介して把持機構と接続され、スライダ４０６の動きには、常に、把持機構４
０８の動きが伴う。ユーザによる把持を容易にするため、スライダ４０６は、図２ａ、図
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２ｂに示したようなその頂部面にリッジ又は鋸歯状部分を形成することができる。
【００３８】
　図２ａを再度参照すると、把持機構４０８は、内側通路４１４内に配置され、この内側
通路は、把持機構４０８を第一の位置（図２ａ、図２ｂ）から第二の位置（図２ｃ、図２
ｄ、図３ａ、図３ｂ）まで、また、第一の位置に戻る動きを容易にし且つ、その動き及び
位置決めを案内するのを助ける。摺動組立体４０２はまた、把持機構４０８が適正な平面
内にて動くのを更に保証し得るよう案内ブロック４１６も有する。案内ブロック４１６は
、スライダ４０６の下方に配置され、また、把持機構４０８と共に内側通路４１４に沿っ
て動く。本発明の特定の実施の形態において、案内ブロック４１６は、スライダ４０６を
把持機構４０８と接続するための接続機構である。
【００３９】
　１つの方法に従い、図２ａの把持機構４０８はハウジングの開口部４２０を通って伸び
、その後、連結機構２１（図１）に向けて伸び且つ該連結機構２１と接触する。連結機構
２１と接触したとき、把持機構４０８は、カートリッジの開口部２０に向けて更に伸びる
。連結機構２１と接触し、また、把持機構４０８が前方への動きを続けることにより、密
封ドア１９は動いて開口部２０（図２ｃ）を非密封状態にする。把持機構４０８は、開口
部２０を通る動きを続け、その後、内側カートリッジ１５と接触する。内側カートリッジ
と接触した後、把持機構は、該把持機構が複数の試験センサ１４の１つと接触する迄、前
方への動きを続ける（図２ｃ、図２ｄ参照）。
【００４０】
　図２ａに示すように、一定の空隙３５がストッパ部材３０と開口部４２０との間に存在
するようにすることができる。以下に更に説明するように、ストッパ部材は、把持機構が
単一のセンサを把持し且つ、該センサを内側カートリッジ１５内に配置されたセンサ１４
の積層体から引き出すとき、カートリッジ１１の前方への動きを停止させる。一定の空隙
３５は、試験センサがカートリッジ１１から出た後、該試験センサに対する空間を提供す
る。一定の空隙３５の別の用途は、センサ－分与装置４００内にランセットを配置するた
めの位置を提供することである。
【００４１】
　開口部４２０は、把持機構４０８をシール１８及び複数の試験センサ１４の１つに対し
て適正に整合させる。スライダ４０６が前方方向に動くと、把持機構４０８は、シール１
８を通して複数の試験センサ１４の１つと接触し且つ、該１つの試験センサを把持する。
スライダ４０６が第二の位置（図２ｃ、図２ｄ参照）まで動くと、把持機構４０８は、保
持機構２４によってその位置に締め付けられた複数の試験センサ１４の１つを把持するの
を継続する。把持機構４０８が複数の試験センサ１４の１つを把持した後、スライダ４０
６は第一の位置まで動いて戻る。スライダ４０６が第一の位置まで動いて戻ると、把持機
構４０８は、センサが複数の試験センサ１４の積層体から分離され且つ、シール１８を少
なくとも部分的に通過する迄（図３ａ、図３ｂ参照）、複数の試験センサ１４の１つを把
持し且つ、引っ張ることを続行する。把持機構４０８が複数の試験センサ１４の１つを把
持し且つ引っ張ると、センサの積層体を備える内側カートリッジ１５は、ハウジング４０
４に向けた動きを開始する（図２ｃ参照）。ハウジング４０４に向けたカートリッジ１１
の動きは、ストッパ部材３０によって停止され、カートリッジは該ストッパ部材にてその
位置に掛止する。カートリッジ１１の前方への動きがストッパ部材３０によって停止され
ると、把持機構４０８は、単一のセンサをセンサ１４の積層体から分離させる。スライダ
４０６が第一の位置に復帰した後、把持機構４０８は、センサをその把り部内に保持し且
つ、ユーザが使用するのに適した態様にてセンサを提供する（図４参照）。
【００４２】
　試験センサ１４を把持し且つ引っ張る間、内側カートリッジ１５の動きは、外側カート
リッジの内面における作用部２２によって停止され、このことは、内側カートリッジの壁
が外側カートリッジの内壁と接触するのを防止することになる（図１参照）。
【００４３】
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　本発明の特定の実施の形態において、把持機構４０８は、センサ１４をハウジング４０
４内に保持された計測電子機器（図示せず）と連結する電気接点を備えている。センサ１
４は、摺動接点を介し又は可撓性の回路ケーブル（図示せず）を介して計測電子機器に連
結することができる。
【００４４】
　図４には、ハウジング４０４がカートリッジ組立体１０から分離したセンサ分与装置４
００が示されている。図４に示すように、単一の試験センサ１４が内側カートリッジ１５
内に配置された複数の試験センサから分離し且つ引き出された後、スライダ４０６は、第
一の位置に復帰し、把持機構４０８は、センサをその把み部内に保持し且つ、ユーザが使
用するのに適した態様にてセンサを提供する。
【００４５】
　本発明の特定の実施の形態において、センサは、カートリッジから引き出された後、側
方向を向いた状態にて提供される。
　センサの試験端部は、試験すべき流体試料（例えば、全血試料）と接触するよう配置し
得るようにされている。全血試料は、ランセットのような突き刺し装置によって発生させ
ることができる。全血試料は、センサ－分与装置から分離し又はセンサ－分与装置内に一
体化することができるランセットにより取得することができる。突き刺し装置は、例えば
、人間の指を刺すことにより血液を取得することができる。
【００４６】
　１つの方法に従い、全血試料は、（ａ）試験センサの１つを全血試料を受け入れる位置
にて前進させるステップと、（ｂ）全血試料を発生させるステップと、（ｃ）試験センサ
及び全血試料を接触させ、血液が全体として毛管作用によりセンサ内に吸引されるように
するステップとにより、試験のため準備することができる。
【００４７】
　センサには、典型的に、センサの前端、すなわち試験端部からセンサ内に配設されたバ
イオセンシング又は試薬材料まで伸びる毛管通路が設けられている。センサの試験端部は
、流体（例えば、人間の指を刺した後、その指に集まる血液）内に配置されたとき、流体
の一部分は、毛管作用によって毛管通路内に吸引される。次に、流体は、センサ内の試薬
材料と化学的に反応し、試験される血液中の血糖レベルを表示する電気信号が供給され、
その後、電気組立体に伝送されるようにする。
【００４８】
　試験が完了した後、幾つかの方法によって試験センサをハウジング４０４から除去する
ことができる。１つの実施の形態において、センサ－分与装置は、使用済みの試験センサ
をセンサ－分与装置から突き出す突き出し機構を備えることもできる。かかる実施の形態
において、試験センサは、強制的に解放される。別の実施の形態において、試験センサは
、試験センサの把み部を解放することにより突き出すことができ、その結果、試験センサ
は、重力によってセンサ－分与装置から廃棄される。更なる実施の形態において、試験セ
ンサは、センサ－分与装置から手操作にて除去することもできる。
【００４９】
　図３ａ、図３ｂに示すように、把持機構４０８は、第二の位置まで動かされたとき、カ
ートリッジの開口部２０を貫通して伸びることができる。この伸びた位置にあるとき、把
持機構４０８は、試験センサ１４の１つと接触し且つ、該１つの試験センサを把持する。
【００５０】
　スライダ４０６が後方向（すなわち、図２ｃに示した矢印Ａの方向と反対の方向）に向
けてその第二の位置から図２ａの第一の位置まで動くと、把持機構４０８は、同時に、そ
の第二の位置から第一の位置まで動き、その結果、把持機構４０８はシール１８を貫通し
て進む。スライダ４０６及び把持機構４０８が第一の位置にある間、カートリッジ１１は
、実質的に防湿型で且つ気密である。センサ－分与装置は、ボタンを押すことに応答する
よう、スライダ機構を自動的に作動させることが可能であると考えられる。
【００５１】
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　ハウジング４０４及びスライダ４０６は、典型的に、重合系材料にて出来ている。重合
系材料の非限定的な例は、ポリカーボネート、ＡＢＳ、ナイロン、ポリプロピレン又はそ
れらの組み合わせを含む。スライダを形成する重合系材料に添加物を加えることができる
。スライダは、金属材料のようなその他の材料にて出来たものとすることも可能であると
考えられる。
【００５２】
　把持機構４０８は、金属又は重合系材料にて出来たものとすることができる。一部の非
限定的な金属材料は、ステンレス鋼及び適宜なめっきを施した青銅を含む。重合系材料の
非限定的な例は、ポリカーボネート、ＡＢＳ、ナイロン、ポリプロピレン又はそれらの組
み合わせを含む。把持機構を形成する重合系材料に添加物を加えることができる。
【００５３】
　センサ－分与装置４００は、典型的に、血糖の試験手順の間、生成されたデータを処理
し且つ（又は）記憶するマイクロプロセッサ又は同様のものを含む。このデータは、ハウ
ジング４０４の表面に配置された液晶ディスプレイ４１０に表示することができる（図２
ａ参照）。液晶ディスプレイは、センサ－分与装置４００にて試験手順からの情報を表示
する。
【００５４】
　センサ－分与装置が使用されているとき、表示可能である情報の一部は、次のもの、す
なわち電池の表示、数値表示、残るセンサの数の表示、センサ－分与装置内へのカートリ
ッジの装填の表示、使用血液の表示、温度表示又はそれらの色々な組み合わせを含む。
【００５５】
　センサ－分与装置４００はまた、電池－トレー組立体の開口部を保持することもできる
。電池－トレー組立体は、その内部に電池が配設される電池－トレーを有する。電池－ト
レー組立体は、センサ－分与装置４００の一側部の開口部内に挿入する。このように挿入
されたとき、電池は、回路板組立体における回路（図示せず）及び液晶ディスプレイ４１
０を含む、装置４００内の電子機器に対する電力を提供する。
【００５６】
　本発明は、図示した実施の形態の詳細に関して説明したが、これらの詳細は、本発明の
範囲を特許請求の範囲に規定されたように制限することを意図するものではない。例えば
、血糖以外の流体を試験するため、センサ－分与装置４００を使用することができる。実
際上、センサ－分与装置４００は、試薬材料を使用して分析することのできる任意の型式
の化学的性質の流体の分析に関連して使用することができる。
【００５７】
　代替的な実施の形態Ａ
　流体の分析物質の濃度を測定し得るようにされたセンサ－分与装置であって、
　端部キャップと、使い捨て型カートリッジと、密封機構とを有するカートリッジ組立体
であって、使い捨て型カートリッジは、外側カートリッジと、内側カートリッジとを備え
、内側カートリッジは、その内部に積層体にて配置された複数のセンサを保持し、外側カ
ートリッジは、内側カートリッジが動く間、センサの少なくとも１つをその位置に保持す
る保持機構を有し、密封機構は、実質的に湿気不浸透性であるシールを形成し、内側カー
トリッジ内のセンサを雰囲気の湿気から保護し得るようにされた、上記カートリッジ組立
体と、
　センサを把持し且つセンサを外側カートリッジの開口部を通して積層体から分与した位
置まで引っ張り得るようにされた把持機構とを備え、
　外側カートリッジは、センサ及び把持機構が貫通して通るのを許容するのに十分な寸法
の開口部を形成する、上記センサ－分与装置である。
　代替的な実施の形態Ｂ
　流体中の分析物質の濃度を測定する機構を更に備える、実施の形態Ａのセンサ－分与装
置である。
　代替的な実施の形態Ｃ
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　把持機構は、第一の位置と第二の位置との間を往復状態にて摺動可能である、実施の形
態Ａのセンサ－分与装置である。
　代替的な実施の形態Ｄ
　把持機構が第一の位置から第二の位置まで動くことによって、把持機構はその少なくと
も一部分を密封面と密封機構との間に挿入し、シールを破断し、次に、センサをセンサと
接触する位置に押すのを許容するのに十分な程度、移動して、把持機構が第二の位置から
第一の位置まで移動することにより、センサは開口部を通して引っ張られるようにした、
実施の形態Ｃのセンサ－分与装置である。
　代替的な実施の形態Ｅ
　把持機構は、第一の位置から第二の位置まで移動するとき、密封機構と、積層体中の最
上方センサとの双方と接触する、実施の形態Ｄのセンサ－分与装置である。
　代替的な実施の形態Ｆ
　把持機構は、ユーザが手操作によって第一の位置と、第二の位置との間にて押すことが
できるようにされた、実施の形態Ｅのセンサ－分与装置である。
　代替的な実施の形態Ｇ
　密封機構は、端部キャップに取り付けられる、実施の形態Ａのセンサ－分与装置である
。
　代替的な実施の形態Ｈ
　密封機構は、密封ドアと、連結機構とを有し、連結機構は密封ドアが動くのを容易にす
るのを助ける、実施の形態Ｇのセンサ－分与装置である。
　代替的な実施の形態Ｉ
　開口部の寸法は、同時に１つのセンサのみを貫通して引っ張ることを許容する、実施の
形態Ａのセンサ－分与装置である。
　代替的な実施の形態Ｊ
　外側ハウジングは、正確に１つの開口部を有する、実施の形態Ａのセンサ－分与装置で
ある。
　代替的な実施の形態Ｋ
　保持機構は、内側カートリッジが把持機構によって外側カートリッジに対して動かされ
る間、最上方センサをその位置に保持する、実施の形態Ａのセンサ－分与装置である。
　代替的な実施の形態Ｌ
　把持機構は、センサをセンサ－分与装置の電子機器に連結する電気接点を保持する、実
施の形態Ａのセンサ－分与装置である。
　代替的な実施の形態Ｍ
　流体の分析物質の濃度を測定し得るようにされたセンサ－分与装置内にて使用し得るよ
うにされたカートリッジ組立体であって、
　端部キャップと、
　外側カートリッジと、内側カートリッジとを備える使い捨て型カートリッジであって、
内側カートリッジはその内部に積層体にて配置された複数のセンサを保持し、該複数のセ
ンサの各々は、流体中の分析物質の濃度に応答して信号を発生させるのに十分な試薬を支
持し、外側カートリッジは、センサが開口部を貫通して通るのを許容するのに十分な寸法
の開口部を形成し、外側カートリッジは、内側カートリッジが動く間、センサの少なくと
も１つをその位置に保持する保持機構を有する、上記使い捨て型カートリッジと、
　実質的に湿気不浸透性であるシールを形成し、内側カートリッジ内のセンサを雰囲気の
湿気から保護し得るようにされた密封機構とを備えるカートリッジ組立体である。
　代替的な実施の形態Ｎ
　密封機構が端部キャップに取り付けられた、実施の形態Ｍのカートリッジ組立体である
。
　代替的な実施の形態Ｏ
　密封機構は、密封ドアと、連結機構とを有し、該連結機構は、密封ドアが動くのを容易
にするのを助ける、実施の形態Ｎのカートリッジ組立体である。
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　代替的な実施の形態Ｐ
　開口部の寸法は、同時に１つのセンサのみを貫通して引き出すのを許容する寸法である
、実施の形態Ｍのカートリッジ組立体である。
　代替的な実施の形態Ｑ
　外側カートリッジは厳密に１つの開口部を有する、実施の形態Ｍのカートリッジ組立体
である。
　代替的な実施の形態Ｒ
　試験センサを同時に１つずつ内側カートリッジから除去し得るよう配置する機械的機構
を更に有する、実施の形態Ｍのカートリッジ組立体である。
　代替的な実施の形態Ｓ
　保持機構は、内側カートリッジが外側カートリッジに対して動く間、最上方センサをそ
の位置に保持する、実施の形態Ｍのカートリッジ組立体である。
　代替的な方法Ｔ
　複数のセンサを保持するセンサパックを取り扱い得るようにされたセンサ－分与装置を
作動させる方法であって、
　カートリッジ組立体と、把持機構とを有するセンサ－分与装置であって、カートリッジ
組立体は、端部キャップと、使い捨て型カートリッジと、密封機構とを有し、使い捨て型
カートリッジは、外側カートリッジと、内側カートリッジとを備え、内側カートリッジは
、その内部に積層体にて配置された複数のセンサを保持し、外側カートリッジは、内側カ
ートリッジが動く間、センサの少なくとも１つをその位置に保持する保持機構を有し、外
側カートリッジは、センサ及び把持機構が貫通して通るのを許容するのに十分な寸法の開
口部を形成し、密封機構は、内側カートリッジ内のセンサを雰囲気の湿気から保護し得る
よう実質的に湿気不浸透性であるシールを形成し得るようにされた、上記センサ－分与装
置を提供するステップと、
　密封機構を開放位置まで動かし且つ、複数の試験センサの１つと接触するよう把持機構
を前進させるステップと、
　試験センサを把持機構を介してカートリッジ組立体の開口部を通して引っ張るステップ
と、
　分析物質を有する流体を試験センサの上に配置するステップと、
　分析物質の濃度を測定するステップとを備える、センサ－分与装置を作動させる方法で
ある。
　代替的な方法Ｕ
　分析物質はグルコースである方法Ｔの方法である。
　代替的な方法Ｖ
　把持機構を前進させるステップは、把持機構を第一の位置と第二の位置との間にて往復
状態に摺動させるステップを含む、方法Ｔの方法である。
　代替的な方法Ｗ
　密封機構は端部キャップに取り付けられる、方法Ｔの方法である。
　代替的な方法Ｘ
　密封機構は、密封ドアと、連結機構とを有し、連結機構は、密封ドアの動きを容易にす
るのを助ける、方法Ｔの方法である。
　代替的な方法Ｙ
　開口部の寸法は、同時に１つのセンサのみを貫通して引っ張るのを許容する、方法Ｔの
方法である。
　代替的な方法Ｚ
　外側ハウジングは厳密に１つの開口部を有する、方法Ｔの方法である。
　代替的な方法ＡＡ
　保持機構は、内側カートリッジが把持機構によって外側カートリッジに対して動く間、
最上方センサをその位置に配置する、方法Ｔの方法である。
　代替的な方法ＢＢ
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　把持機構は、センサをセンサ－分与装置の電子機器に連結する電気接点を保持する、方
法Ｔの方法である。
【００５８】
　本発明は、１つ又はより多くの特定的な実施の形態に関して説明したが、当該技術の当
業者は、本発明の精神及び範囲から逸脱せずに、多数の変更を加えることが可能であるこ
とが認識されよう。これらの実施の形態及びその明らかな変形例の各々は、特許請求の範
囲に記載された本発明の精神及び範囲に属するものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の１つの実施の形態に従ったカートリッジ組立体の正面図である。
【図２】２ａは、センサ－分与装置の把持機構が第一の位置にあり、外側カートリッジが
第一の位置にある、図１のカートリッジ組立体に取り付けられた本発明の１つの実施の形
態に従ったセンサ－分与装置の頂面斜視図である。２ｂは、センサ－分与装置の把持機構
が第一の位置にあり、外側カートリッジが第二の位置にある、図１のカートリッジ組立体
に取り付けられた本発明の１つの実施の形態に従ったセンサ－分与装置の頂面斜視図であ
る。２ｃは、センサ－分与装置の把持機構が第二の位置にあり、外側カートリッジが第二
の位置にある、図１のカートリッジ組立体に取り付けられた本発明の１つの実施の形態に
従ったセンサ－分与装置の頂面斜視図である。２ｄは、把持機構がセンサに接触する状態
を示す、図１のカートリッジ組立体に取り付けられた本発明の１つの実施の形態に従った
センサ－分与装置の正面図である。
【図３】３ａは、センサを把持し且つセンサを外側カートリッジを通して除去する状態を
示す（内側カートリッジ及び端部キャップは図示せず）、図１のカートリッジ組立体に取
り付けられた本発明の１つの実施の形態に従ったセンサ－分与装置の拡大頂面斜視図であ
る。３ｂは、センサを把持し且つセンサを外側カートリッジを通して除去する状態を示す
（内側カートリッジ及び端部キャップは図示せず）、図１のカートリッジ組立体に取り付
けられた本発明の１つの実施の形態に従ったセンサ－分与装置の斜視図である。
【図４】カートリッジ組立体から取り外された図２ａのセンサ－分与装置の頂面斜視図で
ある。
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